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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
枠本体に装着される遊技盤を備え、前記遊技盤の後面側に裏構成部材が取付固定される遊
技機であって、

前記遊技盤は、
遊技者の操作によって遊技媒体が打ち込まれる遊技領域の少なくとも一部を含む大きさと
された合成樹脂からなる透明板状の遊技パネルと、

前記遊技パネルの外周を略覆うと共に、前記遊技パネルを交換可能な交換パーツとして前
面側から着脱可能に嵌合する嵌合段部、及び前記嵌合段部の内側に形成され前後方向に貫
通する貫通口を有する熱可塑性合成樹脂からなる枠状のパネルホルダと、

前記パネルホルダ及び前記遊技パネルの前面側に配置され、前記遊技領域を区画形成する
と共に該遊技領域内に遊技者の操作によって打ち込まれた遊技媒体を案内する案内レール
を有し、前記パネルホルダと協働して前記遊技パネルを挟持する前構成部材と、
を含み、

前記遊技パネルと前記パネルホルダと前記前構成部材とを互いに分解可能な構成部材とし
て構成されており、
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前記パネルホルダの前記貫通口の外周側且つ少なくとも後面側には、前記裏構成部材を前
記パネルホルダの後面側の所望の位置に取付固定できるように、所定のビスを螺合可能な
複数の取付孔が所定配列で配置されており、
前記パネルホルダの後面に前記裏構成部材が取付固定された状態において、
前記複数の取付孔のうちの一部が取付固定に使用され、残りの取付孔が取付固定に使用さ
れずに未使用とされることで、前記パネルホルダを機種に依存しない共通パーツとした、
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
前記パネルホルダの後面側に配置されている前記複数の取付孔は、
前記パネルホルダの前記貫通口よりも外側の略全周に亘って配置される複数の第一取付孔
と、
前記第一取付孔に螺合されるビスよりも大径のビスが螺合可能とされ、前記パネルホルダ
の上下方向の中央よりも上側に配置される複数の第二取付孔と
を有する請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
前記パネルホルダは、
前記複数の取付孔の近傍に、前記複数の取付孔の各々に対応する複数の位置決め孔を有す
る
請求項１または２に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ぱちんこ遊技機（一般的に「パチンコ機」とも称する）や回胴式遊技機（一
般的に「パチスロ機」とも称する）等の遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、パチンコ機等の遊技機において、遊技球等の遊技媒体が打ち込まれる遊技領
域を有した遊技盤を備えている。この遊技盤の遊技領域内には、適宜箇所に障害釘、風車
、及び入賞口が設けられていると共に、入賞口に入賞しなかった遊技媒体を遊技領域外へ
排出するアウト口とが備えられており、入賞口に遊技媒体が入賞すると、所定数の遊技媒
体が払出されるようになっている。また、遊技盤に、様々な演出画像を表示可能な演出表
示装置を更に備えたものが知られている。
【０００３】
　この種の遊技盤は、所定厚さの木製合板からなり、適宜箇所に前後方向に貫通する開口
部が形成されており、その開口部に入賞口や、枠状の中央役物等が取付けられていると共
に、開口部を通して後側に支持された演出表示装置が前方側から視認できるようになって
いる（例えば、特許文献１及び特許文献２）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－３２１５２８号公報
【特許文献２】特開２００６－１２２３２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の遊技機は、遊技盤が木製合板により形成されいるので、遊技盤を
再利用することが困難であり、産業廃棄物として焼却処分等の廃棄処理をしなければなら
ず、廃棄処理のコストが高いものとなっていると共に、木材資源を廃棄処分することとな
るので、森林資源を消費してしまい、環境に与える影響が大きくなる問題がある。
【０００６】
　そのため、遊技盤を構成する素材として、溶融させることで再成形可能な熱可塑性の合
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成樹脂を用いて遊技盤を成形することが考えられる。これにより、不要となった遊技盤を
処分する際に、合成樹脂の部分を一旦溶融させた上で遊技盤や他の製品（部品）に成形す
ることができ、資源を有効に再利用したり、廃棄処分する量を可及的に少なくして廃棄処
理に係るコストを低減させたりすることができる。
【０００７】
　しかしながら、遊技盤を合成樹脂により形成するようにした場合、遊技盤全体を成形す
るための成形型が大型のものとなり、遊技盤の成形に係るコストが増大する問題がある。
また、遊技機における遊技盤は、その機種ごとに障害釘や入賞口等の配置が異なっている
ので、機種を変更するごとに遊技盤全体を新たに形成しなければならず、機種ごとに遊技
盤を成形するための大型の成形型が必要となり、機種変更に係るコストが増加する問題が
ある。
【０００８】
　そこで、本発明は上記の実状に鑑み、リサイクル可能とすると共に機種変更に容易に対
応することのできる遊技盤を備えた遊技機の提供を課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に記載の遊技機は、
枠本体に装着される遊技盤を備え、前記遊技盤の後面側に裏構成部材が取付固定される遊
技機であって、

前記遊技盤は、
遊技者の操作によって遊技媒体が打ち込まれる遊技領域の少なくとも一部を含む大きさと
された合成樹脂からなる透明板状の遊技パネルと、

前記遊技パネルの外周を略覆うと共に、前記遊技パネルを交換可能な交換パーツとして前
面側から着脱可能に嵌合する嵌合段部、及び前記嵌合段部の内側に形成され前後方向に貫
通する貫通口を有する熱可塑性合成樹脂からなる枠状のパネルホルダと、

前記パネルホルダ及び前記遊技パネルの前面側に配置され、前記遊技領域を区画形成する
と共に該遊技領域内に遊技者の操作によって打ち込まれた遊技媒体を案内する案内レール
を有し、前記パネルホルダと協働して前記遊技パネルを挟持する前構成部材と、
を含み、

前記遊技パネルと前記パネルホルダと前記前構成部材とを互いに分解可能な構成部材とし
て構成されており、

前記パネルホルダの前記貫通口の外周側且つ少なくとも後面側には、前記裏構成部材を前
記パネルホルダの後面側の所望の位置に取付固定できるように、所定のビスを螺合可能な
複数の取付孔が所定配列で配置されており、
前記パネルホルダの後面に前記裏構成部材が取付固定された状態において、
前記複数の取付孔のうちの一部が取付固定に使用され、残りの取付孔が取付固定に使用さ
れずに未使用とされることで、前記パネルホルダを機種に依存しない共通パーツとした、
ことを特徴とする。

　請求項２に記載の遊技機は、請求項１に記載の遊技機において、前記パネルホルダの後
面側に配置されている前記複数の取付孔は、前記パネルホルダの略全周に亘って配置され
る複数の第一取付孔と、前記第一取付孔に螺合されるビスよりも大径のビスが螺合可能と
され、前記パネルホルダの上下方向の中央よりも上側に配置される複数の第二取付孔とを
有するものである。
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　請求項３に記載の遊技機は、請求項１または２に記載の遊技機において、前記パネルホ
ルダは、前記複数の取付孔の近傍に、該複数の取付孔の各々に対応する複数の位置決め孔
を有するものである。
【００１２】
　更に、「遊技パネルを着脱可能」とするものとしては、「遊技パネルの少なくとも略対
向する二辺に係合部を備えると共に、パネルホルダに遊技パネルの係合部と係合する被係
合部を備え、係合部と被係合部とを係合させることで着脱可能とするもの」、「遊技パネ
ルの適宜箇所に挿通孔を穿設し、その挿通孔を介してビス等をパネルホルダにねじ込むこ
とで着脱可能とするもの」、等が挙げられる。
【００１３】
　また、「嵌合段部」としては、「パネルホルダの前面側が窪んだ形態とされ、パネルホ
ルダの前側から遊技パネルを嵌合させるようにしたもの」、「パネルホルダの後面側が窪
んだ形態とされ、パネルホルダの後側から遊技パネルを嵌合させるようにしたもの」、「
パネルホルダの周面の一つが窪んだ形態とされ、パネルホルダの周面から遊技パネルをス
ライド嵌合させるようにしたもの」、等が挙げられる。
【００１４】
　ところで、従来より、遊技盤には、障害釘や入賞口等が固定される他に、演出用や装飾
用などの各種役物や、入賞口等に受入れられた遊技媒体を誘導する誘導路、遊技状況に応
じて所定の演出画像を表示する演出表示手段、及び役物や演出表示手段等を制御するため
の制御基板等が所定のビス等により固定されている。そして、この遊技盤を合成樹脂によ
り構成するようにした場合、従来の木製合板を用いたもののように任意の位置に固定用の
ビスをねじ込むことができず、ビスをねじ込む位置に予め下孔（例えば、取付孔）を穿設
する必要がある。しかしながら、この場合、遊技機の機種によって、障害釘や各種役物等
が固定される位置が異なるので、予め穿設する取付孔の位置も異なるものとなり、他の機
種に使用することができない問題がある。
【００１５】
　また、遊技パネルとパネルホルダとの関係において、パネルホルダに遊技パネルの外形
と略同一内形の貫通口を形成し、その貫通口に遊技パネルを嵌合させると共に接着するこ
とで、パネルホルダに遊技パネルを固定させる方法が考えられる。しかしながら、この場
合、遊技パネルとパネルホルダとを組立てる際に、遊技パネルの外周或いは貫通口の内周
に接着剤を塗布する工程が必要となり、工程が増加する問題がある。また、遊技パネルと
パネルホルダとを接着固定すると、遊技機を廃棄処分等する際に、遊技パネルとパネルホ
ルダとを分解するのに手間が係るようになり、廃棄処分等に係るコストが増加する問題が
ある。
【００１６】
　手段１の構成によると、遊技媒体が打ち込まれる遊技領域の少なくとも一部に対応する
大きさで合成樹脂からなる板状の遊技パネルと、遊技パネルが着脱可能な嵌合段部、嵌合
段部の内側で前後方向に貫通する貫通口、及び貫通口の外周側で少なくとも後面側に配置
され所定のビスを螺合可能な複数の取付孔を備えた熱可塑性合成樹脂からなる枠状のパネ
ルホルダと、パネルホルダの前面側に配置され遊技領域を区画すると共に遊技媒体を遊技
領域へ案内する案内レールを備えた前構成部材とを有した遊技盤を具備するものである。
【００１７】
　これにより、遊技領域を有した遊技盤を、遊技パネル、パネルホルダ、及び前構成部材
に分割するようにしているので、遊技機の機種によって障害釘や入賞口等の位置が変化す
る遊技パネルを交換パーツとすると共に、パネルホルダ及び前構成部材を共通パーツとす
ることができ、遊技パネルのみを交換するだけで種々の機種に対応可能な遊技盤を備えた
遊技機とすることができる。
【００１８】
　また、パネルホルダの少なくとも後面側に、予め複数の取付孔が所定配列で備えられて
いるので、ビスをねじ込む取付孔を適宜選択することにより、各種役物や演出表示手段等
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を所望の位置に取付固定することができる。つまり、各種役物や演出表示手段等を取付孔
の配置に合せて略任意の位置に固定することができるので、同一のパネルホルダを用いて
も種々の機種に対応させることができ、機種を変更してもパネルホルダを流用することで
遊技盤に係るコストを抑制することができる。
【００１９】
　更に、機種に応じてパネルホルダに取付固定される入賞口や各種役物等の種々の所定の
部材の取付固定位置が異なる位置となっていても、パネルホルダに予め複数の取付孔が所
定配列で備えられているので、各種部材の固定部を取付孔の位置と対応させるように設計
することで、パネルホルダを機種に依存しない遊技機の共通パーツとすることができ、機
種を変更してもパネルホルダの成形型を流用することができるので、遊技機に係るコスト
を低減させることができる。
【００２０】
　また、板状の遊技パネルを切り出し板材とすることが望ましく、これにより、成形用の
金型を必要とせずに遊技パネルを製造することができるので、遊技パネルに係る製造コス
トを低減させることができる。また、上述の通り、遊技パネルとパネルホルダとを分割す
るようにすると共にパネルホルダを共通パーツとすることができるので、一体成形する場
合と比較して、機種を変更する度に遊技盤全体の大きさに相当する大型の成形型を新たに
製作する必要が無く、機種変更に係るコストが増加するのを抑制することができる。
【００２１】
　なお、パネルホルダの厚さを、従来の遊技盤における木製合板の部分の厚さと対応した
厚さ（１８～２１ｍｍ、望ましくは、約１９ｍｍ）とすると共に、遊技パネルの厚さをパ
ネルホルダの厚さの約半分の厚さである８～１０ｍｍの厚さとすることが望ましい。詳述
すると、遊技パネルには多数の障害釘を植設する関係上、その厚さが８ｍｍよりも薄いと
障害釘を良好に保持することができなく恐れがあり、また、厚さが１０ｍｍよりも厚くて
も障害釘の保持が向上しないと共に遊技パネルの重量が必要以上に重くなる問題があるか
らである。これにより、合成樹脂からなるパネルホルダや遊技パネルの厚さを最適なもの
とすることができる。
【００２２】
　また、少なくともパネルホルダを熱可塑性合成樹脂からなるものとしているので、パネ
ルホルダをリサイクルすることができ、廃棄処分にかかるコストを低減させることができ
ると共に、省資源なものとすることができる。なお、遊技パネル及び前構成部材について
も、主要部分を熱可塑性合成樹脂からなるものとすることが望ましく、遊技盤のリサイク
ル率をより高められると共に、廃棄処分に係るコストを一層低減させることができ、環境
に優しい遊技機とすることができる。また、パネルホルダや前構成部材を共通パーツとす
ることができるので、遊技機の製造の際に、回収したパネルホルダや前構成部材をそのま
ま再利用するようにしても良く、更に、コストを低減させることができると共に、廃棄処
分される廃棄物の量を低減させることができる。
【００２３】
　また、遊技パネルをパネルホルダの嵌合段部に着脱可能に嵌合させるようにしており、
接着固定していないので、遊技パネルとパネルホルダとを組立てるための組立工数が増加
するのを抑制することができると共に、遊技パネルとパネルホルダとを容易に着脱するこ
とができるので、組立や、廃棄処分時等の分解に係る手間を簡略化することができる。
【００２４】
　更に、遊技パネルがパネルホルダの嵌合段部に嵌合されるので、パネルホルダの厚み内
に遊技パネルの厚みを収めることが可能となり、遊技盤を遊技パネル、パネルホルダや、
前構成部材等に分割される構成としても、その厚さが増加するのを抑制することができる
。従って、遊技盤を既存のものと略同等の大きさのものとすることができるので、遊技機
における遊技盤以外の部分を既存のものと共通化することができると共に、既存の製造ラ
インに載せることができ、製造に係るコストが増加するのを抑制することができる。
【００２５】
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　なお、パネルホルダの嵌合段部を前側が窪んだ形態とし、パネルホルダの前側から遊技
パネルを嵌合させるようにすると共に、パネルホルダと前構成部材とで遊技パネルを挟持
できるようにしても良い。これにより、遊技パネルを、パネルホルダとの嵌合だけでなく
、パネルホルダと前構成部材との挟持によっても保持することができるので、何らかの理
由によりパネルホルダとの嵌合が緩んでも、遊技パネルが脱落するのを防止することがで
き、遊技パネルをより確実に保持することができる。
【００２６】
　手段２：手段１の構成において、
　「前記パネルホルダの前記取付孔は、
　略全周に亘って配置される複数の第一取付孔と、
　該第一取付孔に螺合されるビスよりも大径のビスが螺合可能とされ、上下方向の中央よ
りも上側に配置される複数の第二取付孔と
からなる」ものであることを特徴とする。
【００２７】
　ところで、パネルホルダの所定の部材を取付固定するための取付孔の大きさを全て同じ
もの、すなわち、同じ大きさのビスで所定の部材を固定するようにすると共に、種々の重
量の所定の部材に対応し得るように、最も重い部材に対応した大きさのビスを用いるよう
にして、使用するビスの種類を少なくすると共に様々な重量の部材に対応させるようにす
ることが考えられる。しかしながら、この場合、一般的な重量の部材でも、大きなビスで
固定することとなり、部材の固定が過剰品質となると共に、大きなビスでは取付孔に螺合
させる際のねじ込み力が相対的に大きく、ビスによる固定作業の際に多くの働力が必要と
なり固定作業に時間がかかったり、電力などの消費量が多くなったりしてコストが増加す
る問題がある。
【００２８】
　手段２の構成によると、パネルホルダに備えられる取付孔を、略全周に亘って配置され
る複数の第一取付孔と、中央より上側に配置され第一取付孔よりも大径の複数の第二取付
孔としたものである。
【００２９】
　これにより、一般的な重量の部材をパネルホルダに取付固定する場合は、全周に配置さ
れた第一取付孔を用いて取付固定し、重量の重い部材をパネルホルダに取付固定する場合
には、上側に配置された大径のビスが螺合される第二取付孔を用いて取付固定するように
することができるので、重量の重い部材を大径のビスにより固定して、その部材を確実に
取付固定することができる。
【００３０】
　また、重量の重い部材のみを大径のビスで固定するようにすることができるので、他の
部材については、ねじ込み作業の楽な小径のビスで固定すれば良く、パネルホルダへの所
定の部材の固定作業を楽に実施することができると共に、固定作業に係る時間や消費電力
等を抑制して、コストが増加するのを防止することができる。
【００３１】
　ところで、板状のパネルホルダに所定の部材を固定する場合、固定される部材の重心が
パネルホルダの固定面よりも外側に飛出した位置となるので、その重心に係る重量により
パネルホルダとの固定部には回転モーメントが作用することとなる。具体的には、重心よ
りも上側に配置された固定部にはパネルホルダから遠ざかろうとする力が、また、重心よ
りも下側に配置された固定部にはパネルホルダに近づこうとする力が作用することとなる
。そのため、上側の固定部では、螺合された固定用のビスを引抜こうとする力が作用し、
ビスに引っ張り荷重がかかり、かかる荷重によっては小径のビスでは対応しきれない恐れ
がある。
【００３２】
　しかしながら、本手段によると、大径のビスを螺合可能な第二取付孔を中心よりも上側
に複数配置しているので、重量の重い部材を固定する際に、上側の固定部を大径のビスが
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螺合する第二取付孔に固定することができ、大きなビスを用いることで大きな引っ張り荷
重がかかっても対応させることができ、確実に所定の部材をパネルホルダに固定すること
ができる。
【００３３】
　手段３：手段１又は手段２の構成において、
　「前記パネルホルダは、
　前記取付孔と対応するように複数の位置決め孔を更に備えている」ものであることを特
徴とする。
【００３４】
　ここで、「位置決め孔」とは、パネルホルダに取付固定される所定の部材に備えられた
位置決め突起（別部材のピンでも良い）を挿入可能な孔であれば良く、「丸孔」、「角孔
」、等の他に「多角形状の孔」としても良い。また、止り孔であっても良いし、貫通孔で
あっても良い。
【００３５】
　手段３の構成によると、パネルホルダに、取付孔と対応する位置に位置決め孔を備える
ようにしたものである。これにより、パネルホルダに所定の部材を取付固定する際に、所
定の部材に備えられた位置決め突起を位置決め孔に挿入させることで、パネルホルダと所
定の部材との位置関係を正しい位置にすることができ、組付け性を向上させることができ
る。
【００３６】
　また、夫々の取付孔に対して対応する位置決め孔が備えられている、つまり、複数の位
置決め孔が備えられているので、複数の位置決め孔によりパネルホルダが肉抜きされるこ
ととなり、パネルホルダの重量を軽減させることができる。
【００３７】
　手段４：手段１から手段３までの何れか一つの構成において、
　「前記パネルホルダは、
　少なくとも後面側に開口する複数の肉抜き部を更に備えている」ものであることを特徴
とする。
【００３８】
　手段４の構成によると、パネルホルダに、少なくとも後面側に開口する複数の肉抜き部
を更に備えるようにしたものである。これにより、パネルホルダを軽量化することができ
、従来の木製合板からなるものと比較して、遊技盤の重量が増加するのを抑制することが
できる。また、パネルホルダに合成樹脂を用いているので、射出成形等により複数の肉抜
き部を容易に形成することができる。
【００３９】
　なお、パネルホルダの後面側だけでなく、前面側に肉抜き部が開口するようにしても良
いし、パネルホルダの前後方向に貫通するように肉抜き部を備えても良い。また、遊技媒
体と接するような部位（例えば、案内レールが形成された部位、遊技媒体排出流路が形成
された部位など）においては、接する側とは反対側に開口するように肉抜き部を備えるこ
とが望ましく、これにより、肉抜き部内に遊技媒体が侵入したり、肉抜き部の開口に遊技
媒体が接触したりして、遊技媒体の流通に不具合が生じるのを防止することができる。更
に、肉抜き部を上記の位置決め孔と兼用させるようにしても良い。
【００４０】
　手段５：手段１から手段４までの何れか一つの構成において、
　「少なくとも前記遊技パネルが、透明部材とされている」ものであることを特徴とする
。
【００４１】
　ところで、従来より、遊技状況に応じて所定の演出画像を表示する演出表示手段を備え
た遊技機が知られており、遊技盤の後方に配置された演出表示手段が、遊技盤に設けられ
た所定の大きさの貫通する開口部を通して、遊技者から視認可能となるようになっている
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。しかしながら、この種の遊技機では、遊技媒体が流下する遊技領域の略中央に大きな開
口部が形成されるので、実際に遊技媒体が流下可能な領域が狭くなる問題がある。
【００４２】
　また、従来の遊技機では、遊技盤の開口部に枠状の中央役物を配置すると共に、中央役
物の後側に演出表示手段を備えることで、演出表示手段の表示面を遊技盤の表面よりも後
方に配置して遊技盤に奥行感が出るようにしたものも知られている。しかしながら、この
種の遊技機では、遊技盤の表面が不透明とされているので、演出表示手段のみが凹んでい
るように見え、実際には、奥行感の乏しいものとなっていた。
【００４３】
　手段５の構成によると、少なくとも遊技パネルを透明部材により構成するようにしたも
のである。これにより、従来の遊技機のように遊技盤に開口部を備えなくても、遊技パネ
ルを通して遊技盤の後方に配置された演出表示手段等を視認することができるので、遊技
領域における実際に遊技媒体が流下可能な領域を可及的に広くすることができ、遊技媒体
に種々の動きをさせて遊技者の興趣が低下するのを防止することができる。
【００４４】
　また、遊技領域が形成される遊技パネルを透明部材により構成するようにしているので
、遊技パネルの後方に配置したものを遊技者に視認させることができ、例えば、遊技パネ
ルの後方に、遊技領域全体に広がる大型の演出表示手段を配置してこれまでにない大型の
演出画像を表示したり、種々の演出用や装飾用の役物を奥行き方向に配置してこれまでに
無い奥行感のある遊技盤の構成としたりすることができ、遊技者の関心を引き付けられる
訴求力の高い遊技機とすることができる。
【００４５】
　なお、遊技パネルの他に、パネルホルダや前構成部材についても、透明部材により構成
しても良く、これにより、パネルホルダや前構成部材を介しても、遊技盤の後方側を視認
可能とすることができ、後方に配置された各種部材を視認させることで、これまでに無い
雰囲気の遊技機とすることが可能となり、更に、遊技者の関心を引き付けられる訴求力の
高い遊技機とすることができる。
【００４６】
　手段６：手段１から手段５までのいずれか一つの構成において、
　「前記遊技パネルには、少なくとも略対向する二辺に係合部が備えられていると共に、
　前記パネルホルダには、前記遊技パネルの前記係合部と係合する被係合部が備えられて
いる」ものであることを特徴とする。
【００４７】
　手段６の構成によると、遊技パネルの少なくとも略対向する二辺に係合部を備えると共
に、パネルホルダに遊技パネルの係合部と係合する被係合部を備えるようにしたものであ
る。これにより、遊技パネルの係合部とパネルホルダの被係合部とを互いに係合させるこ
とで、遊技パネルをパネルホルダに容易に支持させることができる。
【００４８】
　また、係合部と被係合部とを係合させることで、遊技パネルをパネルホルダに支持させ
るようにしており、例えば、遊技パネルをパネルホルダと前構成部材とで挟持するように
した場合と比較して、遊技領域を区画形成する前構成部材が無くても、遊技パネルとパネ
ルホルダとを一体化することができるので、前構成部材を組付ける際の遊技パネルとパネ
ルホルダの取り回しを容易なものとすることができると共に、遊技パネルとパネルホルダ
とを組付けた状態で遊技領域に障害釘や役物等を植設することができ、組立作業性等を向
上させることができる。
【００４９】
　手段７：手段１から手段６までのいずれか一つの構成において、
　「前記遊技盤は、
　前記遊技パネルの外周と前記パネルホルダとの間に所定量のクリアランスが形成されて
いる」ものであることを特徴とする。
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【００５０】
　ところで、遊技パネルをパネルホルダの嵌合段部に嵌合させるようにした場合、遊技パ
ネルに用いる材料とパネルホルダに用いる材料の物性の違いや、同じ材料を用いても構造
や大きさ等の違いによって、気温等による温度変化や経時変化等により相対的に遊技パネ
ルが伸縮し、それらの間に隙間ができたり、互いに押圧しあって歪みが発生したりして、
遊技パネルにガタ付が発生したり、遊技パネルがパネルホルダから脱落したり、或いは、
遊技パネルやパネルホルダが歪により変形したりするような異常が発生する恐れがある。
そして、その異常の発生によって、遊技媒体が意図しない動きをしたり、遊技機が破損し
たり、遊技を中断しなければならない状態となったりして、遊技に支障が出て遊技者の興
趣を低下させてしまう恐れがある。
【００５１】
　手段７の構成によると、遊技パネルの外周とパネルホルダとの間に所定量のクリアラン
スが形成されるようにしたものである。これにより、遊技パネルの外周とパネルホルダと
の間に所定量のクリアランスが形成されているので、温度変化や経時変化により相対的に
遊技パネルが伸縮しても、遊技パネルがパネルホルダから脱落したりガタ付いたり、或い
は遊技パネルとパネルホルダとが互いに押圧し合って歪みが発生したりするような異常が
発生するのを防止することができ、異常の発生により遊技媒体が意図しない動きをしたり
、遊技パネルやパネルホルダ等が破損したり、遊技を中断しなければならない状態となっ
たりするのを防止して、遊技者の興趣が低下するのを抑制することができる。
【００５２】
　なお、遊技パネルをパネルホルダと前構成部材とにより挟持するようにしても良く、こ
れにより、温度変化や経時変化等により遊技パネルが相対的に伸縮した際に、パネルホル
ダとの嵌合や外れたり、係合部と被係合部との係合が解除されたりしても、遊技パネルが
遊技盤から脱落するのを確実に防止することができる。
【００５３】
　また、「所定量のクリアランス」としては、０～１０ｍｍの間とすることが望ましく、
更には、１～３ｍｍの間とすることが望ましい。これよりも小さいと、遊技パネルが伸び
た時に遊技パネルとパネルホルダとが強く接触して力が作用し遊技盤が歪む恐れがあるた
めであり、これよりも大きいと、遊技パネルが縮んだ時に遊技パネルとパネルホルダとの
間の隙間が大きくなりすぎてガタ付等が発生する恐れがあるからである。
【００５４】
　手段８：手段１から手段７までの何れか一つの構成において、
　「前記パネルホルダの前記嵌合段部には、前後方向に延び互いに離反した位置に少なく
とも二つの突出ピンを備えると共に、
　前記遊技パネルには、前記突出ピンと嵌合する嵌合孔と、前記突出ピンを挿通可能な長
孔とが夫々一つずつ少なくとも形成されている」ものであることを特徴とする。
【００５５】
　手段８の構成によると、パネルホルダの嵌合段部に少なくとも二つの突出ピンを備える
ようにすると共に、遊技パネルに突出ピンと嵌合する嵌合孔と長孔とを少なくとも一つず
つ備えるようにしたものである。
【００５６】
　これにより、遊技パネルの嵌合孔及び長孔に、パネルホルダの突出ピンを嵌合及び挿通
させることで、容易に遊技パネルをパネルホルダに位置決めすることができると共に、遊
技パネル等が温度変化や経時変化等によって伸縮しても、遊技パネルの長孔において固定
位置が可動（スライド）して伸縮が許容されるので、位置決めした状態でも遊技パネルと
パネルホルダとの間に応力が作用するのを防止して、応力がかかることで遊技盤が歪むの
を防止することができる。
【００５７】
　手段９：遊技機において、
　「遊技者の操作によって遊技媒体が打ち込まれる遊技領域の少なくとも一部に対応する
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大きさとされ、少なくとも略対向する二辺に配置される係合部、所定位置に互いに離反し
て配置される嵌合孔及び長孔を備え、透明な合成樹脂からなる板状の遊技パネルと、
　該遊技パネルの外周との間に所定量のクリアランスが形成されるように覆うと共に前記
遊技パネルが着脱可能に嵌合する嵌合段部、該嵌合段部の内側に配置され前後方向に貫通
する貫通口、略全周に亘って配置され所定のビスを螺合可能な複数の第一取付孔と該第一
取付孔に螺合されるビスよりも大径のビスが螺合可能とされ上下方向の中央よりも上側に
配置される複数の第二取付孔とからなり前記貫通口の外周側且つ少なくとも後面側に所定
配列で配置される複数の取付孔、該取付孔と対応するように配置される複数の位置決め孔
、少なくとも後面側に開口する複数の肉抜き部、前記遊技パネルの前記係合部と係合する
被係合部、前記嵌合段部から前後方向に延び前記遊技パネルの前記嵌合孔及び前記長孔と
嵌合及び挿通可能な突出ピンを備えた熱可塑性合成樹脂からなる枠状のパネルホルダと、
　該パネルホルダ及び前記遊技パネルの前面側に配置され、前記遊技領域を区画形成する
と共に該遊技領域内に遊技媒体を案内する案内レールを備えた前構成部材と
を有した遊技盤を具備する」ものであることを特徴とする。
【００５８】
　手段９の構成によると、遊技媒体が打ち込まれる遊技領域の少なくとも一部に対応する
大きさとされ、少なくとも対向する二辺に配置される係合部、及び互いに離反して配置さ
れる嵌合孔及び長孔を備え、透明な合成樹脂からなる板状の遊技パネルと、遊技パネルの
外周との間に所定量のクリアランスが形成されるように遊技パネルが着脱可能に嵌合する
嵌合段部、嵌合段部の内側で前後方向に貫通する貫通口、略全周に亘って配置され所定の
ビスを螺合可能な複数の第一取付孔及び中央よりも上側に配置され第一取付孔よりも大径
の複数の第二取付孔とからなり少なくとも後面側に配置される複数の取付孔、取付孔と対
応する位置に配置される複数の位置決め孔、少なくとも後面側に開口する複数の肉抜き部
、遊技パネルの係合部と係合する被係合部、及び嵌合段部から突出し遊技パネルの嵌合孔
及び長孔と夫々嵌合及び挿通する突出ピンを備えた熱可塑性合成樹脂からなる枠状のパネ
ルホルダと、パネルホルダの前面側に配置され遊技領域を区画すると共に遊技媒体を遊技
領域へ案内する案内レールを備えた前構成部材とを有した遊技盤を具備するものである。
【００５９】
　これにより、遊技領域を有した遊技盤を、遊技パネル、パネルホルダ、及び前構成部材
に分割するようにしているので、遊技機の機種によって障害釘や入賞口等の位置が変化す
る遊技パネルを交換パーツとすると共に、パネルホルダ及び前構成部材を共通パーツとす
ることができ、パネルホルダや前構成部材等をリサイクル可能とすることができると共に
遊技パネルのみを交換するだけで種々の機種に対応可能な遊技盤を備えた遊技機とするこ
とができる。
【００６０】
　また、機種に応じてパネルホルダに取付固定される入賞口や各種役物等の種々の所定の
部材の取付固定位置が異なる位置となっていても、パネルホルダに予め複数の取付孔が所
定配列で備えられているので、各種部材の固定部を取付孔の位置と対応させるように設計
することで、パネルホルダを機種に依存しない遊技機の共通パーツとすることができ、機
種を変更してもパネルホルダの成形型を流用することができるので、遊技機に係るコスト
を低減させることができる。
【００６１】
　更に、遊技パネルとパネルホルダとを分割するようにすると共にパネルホルダを共通パ
ーツとすることができるので、一体成形する場合と比較して、機種を変更する度に遊技盤
全体の大きさに相当する大型の成形型を新たに製作する必要が無く、機種変更に係るコス
トが増加するのを抑制することができる。
【００６２】
　また、遊技パネルをパネルホルダの嵌合段部に着脱可能に嵌合させるようにしており、
接着固定していないので、遊技パネルとパネルホルダとを組立てるための組立工数が増加
するのを抑制することができると共に、遊技パネルとパネルホルダとを容易に着脱するこ



(11) JP 5070509 B2 2012.11.14

10

20

30

40

50

とができるので、組立や、廃棄処分時等の分解に係る手間を簡略化することができる。
【００６３】
　更に、遊技パネルがパネルホルダの嵌合段部に嵌合されるので、パネルホルダの厚み内
に遊技パネルの厚みを収めることが可能となり、遊技盤を遊技パネル、パネルホルダや、
前構成部材等に分割される構成としても、その厚さが増加するのを抑制することができる
。従って、遊技盤を既存のものと略同等の大きさのものとすることができるので、遊技機
における遊技盤以外の部分を既存のものと共通化することができると共に、既存の製造ラ
インに載せることができ、製造に係るコストが増加するのを抑制することができる。
【００６４】
　また、一般的な重量の部材をパネルホルダに取付固定する場合は、全周に配置された第
一取付孔を用いて取付固定し、重量の重い部材をパネルホルダに取付固定する場合には、
上側に配置された大径のビスが螺合される第二取付孔を用いて取付固定するようにするこ
とができるので、重量の重い部材を大径のビスにより固定して、その部材を確実に取付固
定することができる。
【００６５】
　更に、パネルホルダに、取付孔と対応する位置に位置決め孔を備えるようにしているの
で、これにより、パネルホルダに所定の部材を取付固定する際に、所定の部材に備えられ
た位置決め突起を位置決め孔に挿入させることで、パネルホルダと所定の部材との位置関
係を正しい位置にすることができ、組付け性を向上させることができる。
【００６６】
　また、パネルホルダに、少なくとも後面側に開口する複数の肉抜き部を備えるようにし
ているので、これにより、パネルホルダを軽量化することができ、従来の木製合板からな
るものと比較して、遊技盤の重量が増加するのを抑制することができる。また、パネルホ
ルダに合成樹脂を用いているので、射出成形等により複数の肉抜き部を容易に形成するこ
とができる。
【００６７】
　更に、少なくとも遊技パネルを透明部材により構成するようにしており、従来の遊技機
のように遊技盤に開口部を備えなくても、遊技パネルを通して遊技盤の後方に配置された
演出表示手段等を視認することができるので、遊技領域における実際に遊技媒体が流下可
能な領域を可及的に広くすることができ、遊技媒体に種々の動きをさせて遊技者の興趣が
低下するのを防止することができる。また、遊技領域が形成される遊技パネルを透明部材
により構成するようにしているので、遊技パネルの後方に配置したものを遊技者に視認さ
せることができ、例えば、遊技パネルの後方に、遊技領域全体に広がる大型の演出表示手
段を配置してこれまでにない大型の演出画像を表示したり、種々の演出用や装飾用の役物
を奥行き方向に配置してこれまでに無い奥行感のある遊技盤の構成としたりすることがで
き、遊技者の関心を引き付けられる訴求力の高い遊技機とすることができる。
【００６８】
　また、遊技パネルの少なくとも略対向する二辺に係合部を備えると共に、パネルホルダ
に遊技パネルの係合部と係合する被係合部を備えるようにしており、遊技パネルの係合部
とパネルホルダの被係合部とを互いに係合させることで、遊技パネルをパネルホルダに容
易に支持させることができる。
【００６９】
　更に、遊技パネルの外周とパネルホルダとの間に所定量のクリアランスが形成されるよ
うにしており、このクリアランスによって、温度変化や経時変化により相対的に遊技パネ
ルが伸縮しても、遊技パネルがパネルホルダから脱落したりガタ付いたり、或いは遊技パ
ネルとパネルホルダとが互いに押圧し合って歪みが発生したりするような異常が発生する
のを防止することができ、異常の発生により遊技媒体が意図しない動きをしたり、遊技パ
ネルやパネルホルダ等が破損したり、遊技を中断しなければならない状態となったりする
のを防止して、遊技者の興趣が低下するのを抑制することができる。
【００７０】
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　また、パネルホルダの嵌合段部に少なくとも二つの突出ピンを備えるようにすると共に
、遊技パネルに突出ピンと嵌合する嵌合孔と長孔とを少なくとも一つずつ備えるようにし
ており、遊技パネルの嵌合孔及び長孔に、パネルホルダの突出ピンを嵌合及び挿通させる
ことで、容易に遊技パネルをパネルホルダに位置決めすることができると共に、遊技パネ
ル等が温度変化や経時変化等によって伸縮しても、遊技パネルの長孔において固定位置が
可動（スライド）して伸縮が許容されるので、位置決めした状態でも遊技パネルとパネル
ホルダとの間に応力が作用するのを防止して、応力がかかることで遊技盤が歪むのを防止
することができる。
【００７１】
　手段１０：手段１から手段９までの何れか一つの遊技機において、
　パチンコ機であることを特徴とする。
　ここで、パチンコ機とは、遊技者が遊技機に投入する媒体である投入媒体と、遊技者が
行う実質的な遊技に用いられる媒体である遊技媒体とを同一のものとした遊技機であり、
投入された例えば遊技球等の媒体を用いて遊技が行われるタイプの遊技機の一種である。
具体的には、「操作ハンドルの操作に対応して遊技球を発射する発射装置と、多数の障害
釘、役物、表示手段等の適宜の機器が組み込まれたり、始動入賞口、大入賞口、通過口、
到達口等の遊技球が入球する適宜の入球口が設けられた遊技領域と、発射装置から遊技領
域に遊技球を導くレールと、遊技領域に導かれた遊技球の入球口への入球に応じたり、複
数の入球口への遊技球の入球態様に応じて、所定数の遊技球を賞球として払い出す払出手
段とを具備するもの」である。
【００７２】
　なお、パチンコ機としては、種々のタイプのものがあり、一般に「デジパチ機」と称さ
れるものに代表される「入球口への入球状態を検出する入球状態検出手段（遊技状態検出
手段として捉えることもできる）と、入球状態検出手段によって入球が検出されると所定
の抽選を行う抽選手段と、抽選手段の抽選結果に応じて特別図柄を変動させると共に変動
を停止させる特別図柄表示手段とを備えたもの」や「加えて、特別図柄の変動中に、複数
の図柄からなる図柄列を変動表示し、図柄列にて図柄を停止表示させたり、キャラクタや
種々の物品等の表示物を描写し、表示物を動作させたりする等によって適宜の演出表示を
行う演出表示手段を更に具備するもの」、一般に「ハネモノ機」と称されるものに代表さ
れる「役物内での遊技球の振分けによって抽選を行う抽選手段を備えたもの」、一般に「
アレパチ機」と称されるものに代表される「例えば１６個等の所定個数の遊技球により１
ゲームが行われ、１ゲームにおける複数の入球口への遊技球の入球態様に応じて所定個数
の遊技球の払出しを行うもの」等を例示することができる。
【００７３】
　手段１０の構成によると、パチンコ機において、上述した手段のいずれかの作用効果を
奏することができる。
【００７４】
　手段１１：手段１から手段９までの何れか一つの遊技機において、
　パチスロ機であることを特徴とする。
　ここで、パチスロ機とは、投入媒体であるメダルを投入し、メダルの投入後、始動用操
作手段（例えば操作レバー）の操作によって、夫々複数の図柄が描かれた複数のリールを
回転させる等して、各リール等によって構成された図柄列を変動表示させるとともに、そ
の後、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に応じて各図柄列の変動表示を停
止させる、といった遊技が遊技者によって行われるものである。換言すれば、停止操作機
能付きのスロットマシーンとして捉えることができるものである。なお、所定時間が経過
しても停止用操作手段が操作されない場合には、所定時間経過したことに応じて図柄列の
変動表示を停止させるものであってもよい。そして、各図柄列の変動表示の停止時におい
て、表示された単体の図柄が特定の図柄であったり、各図柄列にて表示された図柄の組合
わせが特定の組合せであったりする等、特定の条件を満たす場合に、満たされた条件に応
じて所定個数のメダルを払出したり、遊技者が多量のメダルを獲得することができる遊技
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者に有利な特別有利状態を発生させたりするものである。
【００７５】
　手段１１の構成によると、パチスロ機において、上述した手段のいずれかの作用効果を
奏することができる。
【００７６】
　手段１２：手段１から手段９までの何れか一つの遊技機において、
　パチンコ機とパチスロ機とを融合させてなることを特徴とする。
　ここで、「パチンコ機とパチスロ機とを融合させてなる遊技機」とは、複数個（例えば
５個）の遊技球を１単位の投入媒体とし、投入媒体を投入した後、始動用操作手段（例え
ば操作レバー）の操作に応じて複数の図柄からなる図柄列を変動表示させるとともに、そ
の後、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に応じて図柄列の変動を停止させ
るものである。なお、所定時間が経過しても停止用操作手段が操作されない場合には、所
定時間経過したことに応じて図柄列の変動表示を停止させるものであってもよい。そして
、各図柄列の変動表示の停止時において、表示された単体の図柄が特定の図柄であったり
、各図柄列にて表示された図柄の組合わせが特定の組合せであったりする等、特定の条件
を満たす場合に、満たされた条件に応じて所定個数のメダルを払出したり、遊技者が多量
のメダルを獲得することができる遊技者に有利な特別有利状態を発生させたりするもので
ある。
【００７７】
　手段１２の構成によると、パチンコ機とパチスロ機とを融合させてなる遊技機において
、上述した手段のいずれかの作用効果を奏することができる。
【発明の効果】
【００７８】
　このように、本発明によれば、リサイクル可能とすると共に機種変更に容易に対応する
ことのできる遊技盤を備えた遊技機を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７９】
　以下、本発明の一実施形態であるパチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）
を、図面に基づいて詳細に説明する。
［パチンコ機の全体構成について］　図１及び図２に基づき説明する。
　図１はパチンコ機の前側全体を示す正面図であり、図２はパチンコ機の外枠の一側に本
体枠が開かれ、その本体枠の一側に更に前面枠が開かれた状態を示す斜視図である。なお
、図１及び図２においては遊技領域における装飾部材を省略して示している。
　パチンコ機１は、外枠２、本体枠３、前面枠４、及び遊技盤５等を備えて構成されてい
る。外枠２は、上下左右の木製の枠材によって縦長四角形の枠状に形成され、同外枠２の
前側下部には、本体枠３の下面を受ける下受板６を有している。外枠２の前面の片側には
、ヒンジ機構７によって本体枠３が前方に開閉可能に装着されている。なお、外枠２は、
樹脂やアルミニウム等の軽金属によって形成されていてもよい。
【００８０】
［本体枠の構成について］　図１及び図３に基づき説明する。
　図３はパチンコ機の本体枠と遊技盤とを分離して斜め右上前方から示す斜視図である。
　本体枠３は、前枠体１１、遊技盤装着枠１２及び機構装着体１３を合成樹脂材によって
一体成形することで構成されている。本体枠３の前枠体１１は、外枠２（図２参照）の前
側の下受板６を除く外郭形状に対応する大きさの矩形枠状に形成されている。そして、前
枠体１１の片側の上下部には、本体枠側ヒンジ具１５が固定されており、外枠２の片側の
上下部に固定された外枠側ヒンジ具１４に対してヒンジピン及びヒンジ孔によって開閉回
動可能に装着されている。すなわち、外枠側ヒンジ具１４、本体枠側ヒンジ具１５、ヒン
ジピン及びヒンジ孔によってヒンジ機構７が構成されている。
【００８１】
　前枠体１１の前側において、遊技盤装着枠１２よりも下方に位置する前枠体１１の前下
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部左側領域にはスピーカボックス部１６が一体に形成され、そのスピーカボックス部１６
の前側開口部には、同開口部を塞ぐようにしてスピーカ装着板１７が装着されている。そ
して、スピーカ装着板１７にはスピーカ１８が装着されている。また、前枠体１１前面の
下部領域内において、その上半部分には発射レール１９が傾斜状に装着されている。また
、前枠体１１前面の下部領域内の下半部分には下部前面板３０が装着されている。そして
、下部前面板３０の前面の略中央部には、遊技球を貯留可能な下皿３１が設けられ、右側
寄りには操作ハンドル３２が設けられ、左側寄りには灰皿３３が設けられている。なお、
下皿３１には、遊技球を下方に排出するための球排出レバー３４が配設されている。
【００８２】
［前面枠の構成について］　図１及び図２に基づき説明する。
　前枠体１１の前面の片側には、その前枠体１１の上端から下部前面板３０の上縁にわた
る部分を覆うようにして、前面枠４がヒンジ機構３６によって前方に開閉可能に装着され
ている。また、前面枠４の略中央部には、遊技盤５の遊技領域３７を前方から透視可能な
略円形の開口窓３８が形成されている。また、前面枠４の後側には開口窓３８よりも大き
な矩形枠状をなす窓枠３９が設けられ、その窓枠３９にはガラス板、透明樹脂板等の透明
板５０が装着されている。また、前面枠４の前面の略全体は、ランプ等が内設された前面
装飾部材によって装飾され、同前面枠４の前面の下部には上皿５１が形成されている。詳
しくは、開口窓３８の周囲において、左右両側部にサイド装飾装置５２が、下部に上皿５
１が、上部に音響電飾装置５３が装着されている。サイド装飾装置５２は、ランプ基板が
内部に配置され且つ合成樹脂材によって形成されたサイド装飾体５４を主体として構成さ
れている。サイド装飾体５４には、横方向に長いスリット状の開口孔が上下方向に複数配
列されており、該開口孔には、ランプ基板に配置された光源に対応するレンズ５５が組み
込まれている。音響電飾装置５３は、透明カバー体５６、スピーカ５７、スピーカカバー
５８、及びリフレクタ体（図示しない）等を備え、これらの構成部材が相互に組み付けら
れてユニット化されている。また、上皿５１の左側には、遊技者が操作可能なボタン５９
が設けられている。
【００８３】
［施錠装置の構成について］　図２及び図３に基づき説明する。
　前枠体１１のヒンジ機構３６に対して反対側となる自由端側の後側には、外枠２に対し
本体枠３を施錠する機能と、本体枠３に対し前面枠４を施錠する機能とを兼ね備えた施錠
装置７０が装着されている。すなわち、この実施形態において、施錠装置７０は、外枠２
に設けられた閉止具７１に係脱可能に係合して本体枠３を閉じ状態に施錠する上下複数の
本体枠施錠フック７２と、前面枠４の自由端側の後側に設けられた閉止具７３に係脱可能
に係合して前面枠４を閉じ状態に施錠する上下複数の扉施錠フック７４と、パチンコ機１
の前方から鍵が挿入されて解錠操作可能に、前枠体１１及び下部前面板３０を貫通して露
出されたシリンダー錠７５とを備えている。そして、シリンダー錠７５の鍵穴に鍵が挿入
されて一方向に回動操作されることで本体枠施錠フック７２と外枠２の閉止具７１との係
合が外れて本体枠３が解錠され、これとは逆方向に回動操作されることで、扉施錠フック
７４と前面枠４の閉止具７３との係合が外れて前面枠４が解錠されるようになっている。
【００８４】
［遊技盤装着枠の構成について］　図２乃至図４に基づき説明する。
　図４はパチンコ機の後側全体を示す背面図である。
　図２及び図３に示すように、本体枠３の遊技盤装着枠１２は、前枠体１１の後側に設け
られかつ遊技盤５が前方から着脱交換可能に装着されるようになっている。遊技盤５は、
遊技盤装着枠１２の前方から嵌込まれる大きさの略四角板状に形成されている（図９参照
）。遊技盤５の盤面（前面）には、外レール７６と内レール７７とを備えた案内レール７
８が設けられ、その案内レール７８の内側に遊技領域３７が区画形成されている。なお、
発射レール１９と案内レール７８との間には、所定の隙間が設けられており、発射された
遊技球が案内レール７８を逆戻りした場合には、その遊技球は、その隙間から排出され下
皿３１に案内されるように構成されている。また、遊技盤５の前面には、その案内レール
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７８の外側領域において、合成樹脂製の前構成部材７９が装着されている。
【００８５】
　一方、図４に示すように、遊技盤５の後側下部には、その中央部から下部にわたる部分
において、各種入賞装置に流入した遊技球を受けかつその遊技球を所定位置まで導く集合
樋としての機能とボックス装着部としての機能を兼ね備えた基板ホルダ９１が設けられて
いる。この基板ホルダ９１の後側には、音声制御基板、ランプ制御基板等の副制御基板９
２が収納された副制御基板ボックス９３が装着され、その副制御基板ボックス９３の後側
に重ね合わされた状態で、主制御基板９４が収納された主制御基板ボックス９５が装着さ
れている。さらに、遊技盤５の後側に対し基板ホルダ９１、副制御基板ボックス９３及び
主制御基板ボックス９５がそれぞれ装着された状態において、本体枠３の遊技盤装着枠１
２の前方から遊技盤５を嵌込んで装着できるように、遊技盤５の外郭より外側にはみ出す
ことなく基板ホルダ９１、副制御基板ボックス９３及び主制御基板ボックス９５が配置さ
れている。
【００８６】
［本体枠の機構装着体、球タンク及びタンクレールの構成について］　図７及び図８に基
づき説明する。
　図７はパチンコ機の本体枠に各種部材が組み付けられた状態を斜め右上後方から示す斜
視図であり、図８は本体枠単体を斜め右上後方から示す斜視図である。
　本体枠３の機構装着体１３には、タンク装着部１１１、レール装着部１１２、及び払出
装置装着部１１３等がそれぞれ形成され、タンク装着部１１１には球タンク１１４が装着
されている。球タンク１１４は、透明な合成樹脂材よりなり、島設備から供給される多数
の遊技球が貯留可能な上方に開口する箱形状に形成されている。そして、球タンク１１４
の遊技球の貯留状態が球タンク１１４の後側壁を透して視認可能となっている。また、球
タンク１１４の底板部１１５の後側隅部には遊技球を放出する放出口１１６が形成される
とともに、底板部１１５は放出口１１６に向けて下傾する傾斜面に形成されている。
【００８７】
　本体枠３の機構装着体１３には、そのタンク装着部１１１に下方に接近してレール装着
部１１２が一体に形成され、そのレール装着部１１２にレール構成部材１１７が装着され
ることでタンクレール１１８が構成されるようになっている。すなわち、この実施形態に
おいて、レール装着部１１１は、本体枠３の上部横方向部分が所定深さ凹まされた状態で
形成されており、その凹部の奥側壁をタンクレール１１８の前壁部１１９とし、その凹部
の下縁部に沿って一端（図８に向かって左端）から他端（図８に向かって右端）に向けて
下傾する傾斜状のレール棚１２０が形成されている。そして、レール棚１２０の横方向に
延びる上向き面をレール受け部１２１としている。
【００８８】
　レール装着部１１２に装着されてタンクレール１１８を構成するレール構成部材１１７
は、レール装着部１１２の前壁部１１９との間にレール通路を構成する後壁部１２２と、
傾斜状をなす下板部と、その下板部の上面の前後方向中央部に沿って突設されレール通路
を前後複数列（この実施形態では前後２列）に区画する仕切り壁（いずれも図示しない）
とを一体に備えて形成されている。このレール構成部材１１７は、レール装着部１１２に
対し適宜の取付手段によって装着され、これによって、前後複数列のレール通路を備えた
タンクレール１１８が構成されている。そして、球タンク１１４の放出口１１６から放出
（自重によって落下）された遊技球がタンクレール１１８の前後複数列のレール通路の一
端部においてそれぞれ受けられた後、遊技球が自重によってレール通路に沿って転動する
ことでレール通路の他端部に向けて流れるようになっている。また、この実施形態におい
て、レール構成部材１１７は、透明な合成樹脂材より形成され、これによって、レール通
路内の遊技球の流れ状態が、レール構成部材１１７の後壁部１２２を透して視認可能とな
っている。
【００８９】
　タンクレール１１８（レール装着部１１２）の前壁部１１９は、遊技盤５の後側に突出
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する装備品（例えば役物）における後部の上端部との干渉を避けるため第１空間部を隔て
た状態で設けられている。また、この実施形態において、本体枠３の後端部となるレール
棚１２０の後端と、タンクレール１１８の後壁部は、球タンク１１４の後側壁と略同一面
をなしている。言い換えると、球タンク１１４の後壁部に対しタンクレール１１８の後壁
部が略同一面となる位置までタンクレール１１８が遊技盤５の後面より後方に離隔して配
置されている。これによって、遊技盤５の後側とタンクレール１１８の前壁部１１９との
間に装備品（例えば役物）の後部との干渉を避けるための第１空間部が設けられるように
なっている。
【００９０】
　また、タンクレール１１８の上方には、レール通路を流れる遊技球を上下に重なること
なく整列させる整流体１２３がその上部において軸１２４を中心として揺動可能に装着さ
れている。この整流体１２３には、その中央部から下部において錘が設けられている。
【００９１】
［払出装置装着部及び球払出装置の構成について］　図７及び図８に基づき説明する。
　本体枠３の機構装着体１３の片側寄りの上下方向には、次に述べる球払出装置（球払出
ユニット）１２５に対応する縦長の払出装置装着部１１３が形成されている。払出装置装
着部１１３は、後方に開口部をもつ凹状に形成されている。また、払出装置装着部１１３
の段差状をなす奥壁部（図示しない）の所定位置には、球払出装置１２５の払出用モータ
１２６（図３参照）が突出可能な開口部１２７が形成されている。
【００９２】
　払出装置装着部１１３の凹部に球払出装置１２５が装着された状態において、遊技盤５
との間には、第１空間部と前後方向に略同一レベルとなる第２空間部が設けられている。
これによって、レール通路と球通路とが前後方向に略同一レベルで配置されている。また
、本体枠３の後端、すなわち払出装置装着部１１３の周壁部後端、レール棚１２０の後端
、球タンク１１４、タンクレール１１８及び球払出装置１２５のそれぞれの後面は略同一
面をなしている。
【００９３】
　球払出装置１２５は、払出装置装着部１１３の凹部と略同じ大きさの縦長のボックス形
状をなし、払い出しに関する各種部品が装着されることでユニット化されている。なお、
球払出装置１２５は、払出装置装着部１１３の凹部の後方開口部から嵌込まれて適宜の取
付手段（例えば、弾性クリップ、係止爪、ビス等の取付手段）によって装着されるように
なっている。
【００９４】
　また、図示しないが、球払出装置１２５は、タンクレール１１８におけるレール通路の
出口にそれぞれ連通する流入口を有する球通路が前後複数列（例えば前後２列）に区画さ
れて形成されている。また、その内部に形成された前後複数列の球通路の下流部が二股状
に分岐されて前後複数列の賞球及び貸球用球通路と球抜き用球通路とがそれぞれ形成され
ている。そして賞球及び貸球用球通路と球抜き用球通路との分岐部には、遊技球をいずれ
かの通路に振り分けて払い出すための回転体よりなる払出部材（図示しない）が正逆回転
可能に配設されている。
【００９５】
［本体枠の後側下部の装備について］　図３及び図４に基づき説明する。
　本体枠３の前枠体１１の後側において、遊技盤装着枠１２よりも下方に位置する前枠体
１１の後下部領域の片側（図４に向かって左側）には、発射レール１９の下傾端部の発射
位置に送られた遊技球を発射するための発射ハンマー（図示しない）、その発射ハンマー
を作動する発射モータ１２８等が取付基板１２９に組み付けられてユニット化された発射
装置ユニット１３０が装着されている。また、前枠体１１の後下部領域の略中央部には、
電源基板１３１を収容する電源基板ボックス１３２が装着され、その電源基板ボックス１
３２の後側に重ね合わされた状態で払出制御基板１３３を収容する払出制御基板ボックス
１３４が装着されている。払出制御基板１３３は、遊技球を払い出す数を記憶するＲＡＭ
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を備え、主制御基板９４から送信される払出用信号に従って遊技球を払い出す制御信号を
中継用回路基板（図示しない）に伝達して払出用モータ１２６を作動制御するようになっ
ている。
【００９６】
［後カバー体の構成について］　図４及び図５に基づき説明する。
　図５はパチンコ機の後側全体を右上後方から示す斜視図である。
　遊技盤５後面に配置された表示装置制御基板ボックス１３５（図６参照）及び主制御基
板ボックス９５の後端部は機構装着体１３の中央部に開口された窓開口部に向けて突出し
ている。そして、機構装着体１３の窓開口部の一側壁を構成する側壁部と他側壁を構成す
る払出装置装着部１１３の片側壁との間には、不透明な合成樹脂材によって略方形の箱形
状に形成された後カバー体１３６がカバーヒンジ機構１３７によって開閉並びに着脱可能
に装着されている。
【００９７】
　後カバー体１３６は、略四角形状の後壁部１３８と、その後壁部１３８の外周縁から前
方に向けて突出された周壁部１３９とから一体に構成されている。後カバー体１３６の周
壁部１３９のうち、一側の壁部１３９ａには、機構装着体１３の側壁部の上下及び中間の
計３箇所に形成されたヒンジ体１４０のヒンジ孔の上方からそれぞれ着脱可能に嵌込まれ
るヒンジピン１４１を下向きに有するヒンジ体１４２が一体に形成されている。また、後
カバー体１３６の周壁部１３９のうち、他側の壁部１３９ｂには、払出装置装着部１１３
の片側壁に形成された係止孔に弾性的に係合可能な係止爪を有する弾性閉止体１４３が一
体に形成されている。
【００９８】
　すなわち、後カバー体１３６は、その上下及び中間のヒンジ体１４２の各ヒンジピン１
４１が機構装着体１３の側壁部のヒンジ体１４０のヒンジ孔の上方からそれぞれ嵌込まれ
る。この状態で、ヒンジピン１４１を中心として後カバー体１３６が機構装着体１３の他
側に向けて回動されながら、その弾性閉止体１４３を払出装置装着部１１３の片側壁の係
止孔に差し込んで弾性的に係合させることで、機構装着体１３の後側に後カバー体１３６
が閉じ状態で保持される。そして、後カバー体１３６によって、遊技盤５後面の表示装置
制御基板ボックス１３５（図６参照）全体及び主制御基板ボックス９５の略中間部から上
端にわたる部分が後カバー体１３６によって覆われるようになっている。これによって、
主制御基板ボックス９５の上部に露出された主制御基板９４の基板コネクタ（主として表
示装置制御基板と接続するための基板コネクタ）が後方から視認不能に隠蔽されている。
【００９９】
　また、主制御基板ボックス９５の略中間部から下端にわたる部分は後カバー体１３６に
よって覆われることなく露出されている。そして、主制御基板ボックス９５の下部には、
その主制御基板９４上に配置された検査用コネクタ１４４が露出されており、後カバー体
１３６が閉じられた状態で主制御基板９４上の検査用コネクタ１４４に基板検査装置（図
示しない）を接続して検査可能となっている。
【０１００】
　後カバー体１３６には、多数の放熱孔１４５、１４６、１４７、１４８が貫設されてお
り、これら多数の放熱孔１４５、１４６、１４７、１４８から内部の熱が放出されるよう
になっている。この実施形態において、後カバー体１３６には、その周壁部１３９から後
壁部１３８に延びる多数のスリット状の放熱孔１４５が貫設され、後壁部１３８の略中間
高さ位置から上部においては多数の長円形、楕円形等の放熱孔１４６が貫設され、後壁部
１３８の下部には多数の長円形、楕円形等の放熱孔１４７と所定数の横長四角形状の放熱
孔１４８が貫設されている。
【０１０１】
　また、横長四角形状の放熱孔１４８は、主制御基板ボックス９５の封印ねじ（封印部材
）によって封印される複数の並列状の封印部１４９の列の大きさ及び配設位置に対応する
大きさ及び位置に貫設されている。これによって、不透明な後カバー体１３６が閉じられ
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た状態であっても、主制御基板ボックス９５の複数の並列状の封印部１４９が放熱孔１４
８の部分において視認可能に露出される。このため、後カバー体１３６が閉じられた状態
であっても、主制御基板ボックス９５の封印部１４９の封印状態を容易に視認することが
できる。また、不透明な合成樹脂材は、透明な合成樹脂材と比べ、リサイクル使用される
合成樹脂材を材料として用いることが容易であるため、後カバー体１３６を安価に製作す
ることができる。
【０１０２】
　後カバー体１３６の周壁部１３９のうち、上側壁部１３９ｃの所定位置（この実施形態
では左右２箇所）には、電源コード（図示しない）を適宜に折り畳んだ状態で保持する略
Ｃ字状でかつ弾性変形可能なコード保持体１５０が上方のタンクレール１１８の後壁面（
レール構成部材１１７の後壁面）に向けて延出されている。このコード保持体１５０の先
端部には、同コード保持体１５０を弾性変形させて電源コードを取り外すためのつまみが
形成されている。
【０１０３】
　電源コードは、その一端が分電基板１５１の基板コネクタ１５２に取り外し可能に接続
され、他端の電源プラグが電源コンセントに差し込まれる。前記したように、後カバー体
１３６にコード保持体１５０を一体に形成して電源コードを保持することで、パチンコ機
１を運搬、保管する際に電源コードがぶらついて邪魔になったり、異物に引っ掛かる不具
合を防止することができる。
【０１０４】
［本体枠の後側下部の下皿用球誘導体等の構成について］　図１及び図６に基づき説明す
る。
　図６は、図５に示すパチンコ機の斜視図から後カバー体及び各種制御基板等を取り外し
た状態を示す斜視図である。
　本体枠３の後下部領域の他側寄り部分（ヒンジ寄り部分）には、そのスピーカボックス
部１６の後段差部の凹み部分において下皿用球誘導体１５３が装着されている。この下皿
用球誘導体１５３は、球払出装置１２５の賞球及び貸球用球通路から上皿連絡路（図示し
ない）を経て上皿５１に払い出された遊技球が満杯になったときに、上皿連絡路の遊技球
を下皿３１に導くためのものである。
【０１０５】
　なお、この実施形態において、下皿用球誘導体１５３の後壁外面には、インタフェース
基板１５４を収納している基板ボックス１５５が装着されている。なお、インタフェース
基板１５４は、パチンコ機１に隣接して設置される球貸機と払出制御基板１３３との間に
介在され、球貸に関する信号を球貸機と払出制御基板１３３との間で送受信可能に電気的
に接続するようになっている。
【０１０６】
［遊技盤の構成について］　図９乃至図２０に基づき説明する。
　図９は主要な部材により構成された遊技盤を斜め前方から示す斜視図であり、図１０は
、図９に示す遊技盤を斜め後方から示す斜視図である。図１１は、遊技盤を縦方向に切断
して示す断面図である。図１２は遊技盤を分解して斜め前方から示す分解斜視図であり、
図１３は遊技盤を分解して斜め後方から示す分解斜視図である。図１４（Ａ）は前構成部
材を斜め前方から示す斜視図であり、（Ｂ）は前構成部材を斜め後方から示す斜視図であ
る。図１５（Ａ）は遊技パネルを斜め前方から示す斜視図であり、（Ｂ）は遊技パネルを
斜め後方から示す斜視図である。図１６（Ａ）はパネルホルダを斜め前方から示す斜視図
であり、（Ｂ）はパネルホルダを斜め後方から示す斜視図である。図１７（Ａ）はパネル
裏板を斜め前方から示す斜視図であり、（Ｂ）はパネル裏板を斜め後方から示す斜視図で
ある。図１８（Ａ）は基板ホルダを斜め前方から示す斜視図であり、（Ｂ）は基板ホルダ
を斜め後方から示す斜視図である。図１９（Ａ）はパネルホルダとパネル裏板とを分解し
て示す分解斜視図であり、（Ｂ）はパネルホルダにパネル裏板を組付けた状態で示す組立
斜視図である。
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【０１０７】
　本実施形態の遊技盤５は、図示するように、遊技領域３７と対応する大きさの透明な合
成樹脂からなる板状の遊技パネル２００と、遊技パネル２００を着脱可能に嵌合する合成
樹脂からなる枠状のパネルホルダ２０２と、パネルホルダ２０２の前側に配置されパネル
ホルダ２０２と協働して遊技パネル２００を挟持し、遊技領域３７を区画形成すると共に
遊技領域３７内に遊技球を案内する案内する外レール７６及び内レール７７からなる案内
レール７８を備えた前構成部材７９とを主に備えている。
【０１０８】
　また、遊技盤５には、パネルホルダ２０２の後面側で下端から所定高さまでの所定範囲
内に配置される板状のパネル裏板２０４と、パネル裏板２０４の後面側に配置されると共
に前側及び上側が開放された箱状で後側に主制御基板ボックス９５等を支持可能な基板ホ
ルダ９１と、基板ホルダ９１の後側に支持された主制御基板ボックス９５内の主制御基板
９４等と電気的に接続され後方からスライド接続可能とされたドロワコネクタ２０６と、
ドロワコネクタ２０６を基板ホルダ９１に支持するドロワコネクタホルダ２０８とを更に
備えている（図１０及び図１１等を参照）。
【０１０９】
　更に、遊技盤５には、パネルホルダ２０２の後面側に取付固定されると共に遊技パネル
２００との間で所定容積の空間を形成可能な枠状箱型の裏箱２１０と、裏箱２１０の後面
側に支持され所定の演出画像を表示可能なＬＣＤからなる演出表示装置２１２（本発明の
演出表示手段に相当）とを更に備えている（図１１参照）。この演出表示装置２１２は、
裏箱２１０の後面側に形成された開口部２１０ａを閉鎖するように裏箱２１０に着脱可能
に支持されている。また、演出表示装置２１２は、透明な遊技パネル２００を通して、パ
チンコ機１の前方から視認できるようになっている。
【０１１０】
　なお、この演出表示装置２１２の後側には、演出表示装置２１２等を制御する表示装置
制御基板ボックス１３５が取付けられている。また、演出表示装置２１２は、従来のパチ
ンコ機に用いられている演出表示装置と比較して、より大型のもの（例えば、５～２１イ
ンチ）が備えられている。更に、裏箱２１０には、パネルホルダ２０２に取付固定するた
めのフランジ状の固定部２１０ｂと、固定部２１０ｂから前方に突出する位置決め突起２
１０ｃが備えられている。
【０１１１】
　この遊技盤５における前構成部材７９は、上述した通り遊技球を案内する外レール７６
及び内レール７７とからなる案内レール７８を備えていると共に、外レール７６の上端と
内レール７７の下端とを結ぶような円弧状の開口７９ａを備えており、この案内レール７
８と開口７９ａとによって正面視略円形状の遊技領域３７が区画形成されるようになって
いる。そして、この案内レール７９により、図示しない遊技球の発射装置によって発射レ
ール１９に沿って発射された遊技球が、遊技領域３７の上部に案内されるようになってい
る。
【０１１２】
　案内レール７８における外レール７６の下端付近には、下方へ窪んだ凹部７６ａが形成
されており、この凹部７６ａは、遊技球の発射速度等の関係により発射された遊技球が案
内レール７８から遊技領域３７内に打ち込まれずに、案内レール７８内を逆流した遊技球
を収容して上皿５１等に排出するものである。この凹部７６ａにより、案内レール７８内
を逆流した遊技球が、発射装置に戻って不具合が発生するのを防止することができるよう
になっている。
【０１１３】
　また、内レールの下端には、前構成部材７９の後側が低くなるように傾斜した傾斜部７
９ｂが備えられている。この傾斜部７９ｂは、遊技領域３７内に打ち込まれて遊技領域３
７の下端に到達した遊技球を、「死球」としてパチンコ機１から排出するためのアウト口
２１４へ誘導するためのものである。
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【０１１４】
　この前構成部材７９には、図示するように、その後面側に、後方へ突出する複数の位置
決め固定ボス７９ｃ及び位置決め突起７９ｄが備えられている。これら位置決め固定ボス
７９ｃ及び位置決め突起７９ｄは、詳細は後述するが、後側に配置されるパネルホルダ２
０２及び基板ホルダ９１と位置決めできるようになっている。なお、内レール７７の後面
側にも位置決め突起７９ｄが複数備えられており、後述する遊技パネル２００の内レール
固定孔２００ｄ（図１５参照）に嵌合固定されるようになっている。
【０１１５】
　遊技盤５における遊技パネル２００は、図１５にも示すように、その外形が遊技領域３
７よりも若干大きい多角形状とされており、アクリル樹脂、ポリカーボネイト樹脂、ポリ
アリレート樹脂、メタクリル樹脂等の透明な合成樹脂板により形成されている。なお、遊
技パネル２００の板厚は、パネルホルダ２０２によりも薄く、図示しない障害釘を植設し
ても十分に保持可能な必要最低限の厚さ（８～１０ｍｍ）とされている。
【０１１６】
　この遊技パネル２００には、上部の外周近傍に配置され前後方向に貫通する丸孔からな
る複数の嵌合孔２００ａと、左右下部の外周近傍に配置され前後方向に貫通し上下方向に
延びる長孔２００ｂが夫々備えられている。これら嵌合孔２００ａ及び長孔２００ｂは、
遊技領域３７よりも外側に配置されており、パネルホルダ２０２との位置決めを行うもの
である。
【０１１７】
　また、遊技パネル２００には、その上辺の両端と下辺の両端に、前側が窪んだ段状の係
合段部２００ｃが夫々備えられている。この係合段部２００ｃは、遊技パネル２００の板
厚の略半分を切り欠いた形態とされると共に、嵌合孔２００ａ及び長孔２００ｂと同様に
、遊技領域３７によりも外側に配置されており、パネルホルダ２０２と遊技パネル２００
とを係合固定するためのものである。
【０１１８】
　更に、遊技パネル２００には、所定位置に内レール固定孔２００ｄが複数備えられてい
る。この内レール固定孔２００ｄに内レール７７の後側から突出する位置決め突起７９ｄ
を嵌合固定させることで、内レール７７を所定の位置に固定することができるようになっ
ている。
【０１１９】
　なお、図示は省略するが、遊技パネル２００には、多数の障害釘が所定のゲージ配列を
なして植設される他に、適宜位置に風車や、一般入賞口、特別入賞口、始動口、及び中央
役物等が備えられるように所定形状の貫通する開口部が形成されるようになっている。
【０１２０】
　また、遊技パネル２００を押出し成形された透明な合成樹脂板とした場合、遊技パネル
２００の上下方向を押出し方向に対して約４５度傾けた方向となるように材料取りをして
も良く、これにより、遊技パネル２００の後方に配置された演出表示装置２１２のドット
マトリックスが押出し成形により形成される複数の微細な成形痕と干渉して、モアレが発
生するのを可及的に抑制することができ、モアレにより演出表示装置２１２に表示される
演出画像が見辛くなるのを防止することができる。
【０１２１】
　続いて、遊技盤５におけるパネルホルダ２０２は、正面視において遊技パネル２００を
包含する大きさで外形が略四角形状とされ、従来のパチンコ機の遊技盤における木製合板
からなる部材（例えば、遊技盤ベース等）の厚さと略同じ厚さ（本例では、約２０ｍｍ）
とされた熱可塑性合成樹脂からなるものである。このパネルホルダ２０２には、図１６（
Ａ）にも示すように、遊技パネル２００が着脱可能に嵌合し前面側から後方側に向かって
凹んだ嵌合段部２０２ａと、嵌合段部２０２ａの内側において略遊技領域３７と同等の大
きさで前後方向に貫通する貫通口２０２ｂとを主に備えている。
【０１２２】
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　パネルホルダ２０２の嵌合段部２０２ａは、前面からの深さが遊技パネル２００の厚さ
と略同じ深さとされており、嵌合段部２０２ａに嵌合された遊技パネル２００の前面がパ
ネルホルダ２０２の前面と略同一面となるようになっている。また、この嵌合段部２０２
ａは、その前側内周面が、図１１に示すように、遊技パネル２００の外周面に対して所定
量のクリアランスＣが形成される大きさとされている。このクリアランスＣにより、温度
変化や経時変化により相対的に遊技パネル２００が伸縮しても、その伸縮を吸収できるよ
うになっている。なお、クリアランスＣ内にゴム等の弾性部材を詰めても良い。
【０１２３】
　また、パネルホルダ２０２には、遊技パネル２００の係合段部２００ｃと対応する位置
に、係合段部２００ｃと係合する被係合部が備えられている。詳述すると、この被係合部
は、図１１及び図１６（Ａ）に示すように、パネルホルダ２０２下側の嵌合段部２０２ａ
に配置された被係合部が、遊技パネル２００における下側の係合段部２００ｃと対応し、
嵌合段部２０２ａの前面との間に遊技パネルの係合段部２００ｃが挿入可能な大きさの所
定の隙間を形成した状態で、パネルホルダ２０２の前面に沿って上側（中心側）に向かっ
て所定量延びる係合突部２０２ｃとされている。一方、パネルホルダ２０２上側の嵌合段
部２０２ａに配置された被係合部は、遊技パネル２００における上側の係合段部２００ｃ
と対応し、嵌合段部２０２ａの前面から前方に向かって突出し係合段部２００ｃと弾性係
合する係合爪部２０２ｄとされている。この係合爪部２０２ｄは、その先端がパネルホル
ダ２０２の前面から突出しない大きさとされている。これら係合突部２０２ｃ及び係合爪
部２０２ｄに遊技パネル２００の係合段部２００ｃを係合させることで、パネルホルダ２
０２は、遊技パネル２００を着脱可能に保持することができるようになっている。
【０１２４】
　更に、パネルホルダ２０２には、嵌合段部２０２ａに嵌合支持される遊技パネル２００
に形成された嵌合孔２００ａ及び長孔２００ｂと対応する位置に配置され、嵌合段部２０
２ａの前面から前方に向かって延び、遊技パネル２００の嵌合孔２００ａ及び長孔２００
ｂに嵌合及び挿通可能な複数の突出ピン２０２ｅを備えている。これらの突出ピン２０２
ｅを遊技パネル２００の嵌合孔２００ａ及び長孔２００ｂに嵌合及び挿通することで、パ
ネルホルダ２０２と遊技パネル２００とを互いに位置決めすることができるようになって
いる。
【０１２５】
　また、パネルホルダ２０２には、前構成部材７９に備えられた位置決めボス７９ｃを挿
通可能な前後方向に貫通するボス挿通孔２０２ｆを備えており、このボス挿通孔２０２ｆ
に前構成部材７９の位置決めボス７９ｃを挿通することで、パネルホルダ２０２と前構成
部材７９とが互いに位置決めされるようになっている。
【０１２６】
　このパネルホルダ２０２には、図１６（Ｂ）にも示すように、その後面側に、上下方向
の中央やや下方より下側と外周縁を残すように前側に所定量窪んだ形態の取付支持部２０
２ｇが備えられている。パネルホルダ２０２の後面は、取付支持部２０２ｇにより、下端
より所定高さまでの所定範囲より上側で、後面側外周部が後方に突出したような状態で窪
んだ形態となると共に、その窪み量（深さ）が、取付支持部２０２ｇに取付固定される裏
箱２１０等の所定部材のフランジ状の固定部２１０ｂを収容できる深さ（本例では、約２
．５ｍｍとされており、１～３ｍｍの間とすることが望ましい）とされている（図１１参
照）。この取付支持部２０２ｇに所定の部材を取付固定することで、その固定部がパネル
ホルダ２０２よりも後側に突出するのを防止することができ、パネルホルダ２０２すなわ
ち遊技盤５をパチンコ機１の遊技盤装着枠１２に確実に装着できるようになっている。
【０１２７】
　また、パネルホルダ２０２の後面側には、下端より所定高さまでの所定範囲内で取付支
持部２０２ｇが形成された位置より下側に形成され、前側に向かって窪みパネル裏体２０
４を収容可能な収容凹部２０２ｈと、この収容凹部２０２ｈ内に前後方向に貫通するよう
に配置されパネル裏板２０４に形成された係止爪２０４ｃを係止可能な係止部２０２ｉと
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を更に備えている。この収容凹部２０２ｈは、パネル裏板２０４の係止爪２０４ｃを係止
部２０２ｉに係止させることでパネル裏板２０４を着脱可能に収容すると共に、収容され
たパネル裏板２０４の後面が、パネルホルダ２０２の後面と略同一面となるように形成さ
れている。
【０１２８】
　更に、パネルホルダ２０２には、図示するように、後面側の取付支持部２０２ｇ内及び
収容凹部２０２ｈよりも上側に配置され所定のビスのとしての小径な第一ビス２１６（図
１１参照）を螺合可能な複数の第一取付孔２０２ｊと、第一取付孔２０２ｊに螺合される
第一ビス２１６よりも大径の第二ビス（図示せず）が螺合可能とされ取付支持部２０２ｇ
内の上側に配置される複数の第二取付孔２０２ｋとが夫々所定配列で配置されている。な
お、本例では、第一ビス２１６及び第二ビスのネジ部の径が、夫々約２．１ｍｍ及び約３
ｍｍとされており、第一取付孔２０２ｊ及び第二取付孔２０２ｋの径が、これら第一ビス
２１６及び第二ビスを螺合可能な径とされている。
【０１２９】
　また、パネルホルダ２０２には、第一取付孔２０２ｊ及び第二取付孔２０２ｋと対応す
るように配置される複数の位置決め孔２０２ｌが備えられている。この位置決め孔２０２
ｌは、第一取付孔２０２ｊや第二取付孔２０２ｋを用いて取付固定される部材に形成され
た位置決め突起（例えば、裏箱２１０の固定部２１０ｂに形成された位置決め突起２１０
ｃ）が挿入されるものである（図１１参照）。なお、本例では、位置決め孔２０２ｌは、
背面視略矩形状の止り孔とされている。
【０１３０】
　更に、パネルホルダ２０２には、少なくとも下端から所定高さまでの所定範囲では後面
側に開口する複数の肉抜き部２０２ｍが形成されており、肉抜き部２０２ｍによりパネル
ホルダ２０２の重量が軽減されるようになっている。図１６（Ａ）にも示すように、収容
凹部２０２ｈの前側、つまり、パネルホルダ２０２の膳面側の下端から所定高さまでの所
定範囲内には、これらの肉抜き部２０２ｍが形成されておらず、その範囲内では、パネル
ホルダ２０２の前面が略平らな面となるようになっているので、その前面に配置される前
構成部材７９の案内レール７８の後面が略平らな面となり、遊技球発射装置から発射され
た遊技球が、案内レール７８内を滑らかに案内されるようになっている。また、このパネ
ルホルダ２０２は、図示するように、肉抜き部２０２ｍが形成されることで、第一取付孔
２０２ｊや第二取付孔２０２ｋ等がボス状に形成されると共に、それらを支持したりパネ
ルホルダ２０２の強度を維持したりするために、格子状のリブが形成された状態となって
いる。
【０１３１】
　なお、このパネルホルダ２０２には、既存の障害釘植設装置（図示しない）や、組立治
具等の位置決め手段に対応した位置決め部２０２ｎが形成されており、障害釘植設装置に
遊技パネル２００を保持した状態でセットできるようになっている。また、パネルホルダ
２０２の下部には、前構成部材７９の傾斜部７９ｂと連通するアウト口２１４と、前構成
部材７９における案内レール７８の凹部７６ａと連通する連通孔２０２ｏが更に備えられ
ている。
【０１３２】
　次に、遊技盤５のパネル裏板２０４は、パネルホルダ２０２の後面側で下端から所定高
さまでの所定範囲内の肉抜き部２０２ｍを覆うように配置されると共に、パネルホルダ２
０２の収容凹部２０２ｈに後面同士が略同一面となるように収容可能とされ、図１７にも
示すように、平面状の後面に所定配列で配置され第一ビス２１６を螺合可能な複数のビス
孔２０４ａと、ビス孔２０４ａと対応するように配置される複数の位置決め孔２０４ｂと
、パネルホルダ２０２の係止部２０２ｉに係止可能な係止爪２０４ｃと、前面側から貫通
しないように陥没する減量用の凹陥部２０４ｄとを備えている。
【０１３３】
　なお、このパネル裏板２０４におけるビス孔２０４ａ及び位置決め孔２０４ｂは、パネ
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ルホルダ２０２における第一取付孔２０２ｊ及び位置決め孔２０２ｌと略同じ構成とされ
ている。また、このパネル裏板２０４もパネルホルダ２０２と同様に、凹陥部２０４ｄに
より、ビス孔２０４ａ及び位置決め孔２０４ｂ等が形成された部分がボス状に形成される
と共に、それらを支持したりパネル裏板２０４の強度を維持したりするために、格子状の
リブが形成された状態となっている。更に、パネル裏板２０４には、パネルホルダ２０２
のアウト口２１４、連通孔２０２ｏ、及びボス挿通孔２０２ｆと対応した位置に前後方向
に貫通する開口２０４ｅが備えられている。
【０１３４】
　このパネル裏板２０４は、図１９に示すように、パネルホルダ２０２の収容凹部２０２
ｈに収容させると共に、パネル裏板２０４の係止爪２０４ｃをパネルホルダ２０２の係止
部２０２ｉに係止させることで、パネルホルダ２０２と一体となり、その状態では、同図
（Ｂ）に示すように、パネル裏板２０４の後面が、パネルホルダ２０２の後面と略同一面
となる。このようにパネルホルダ２０２とパネル裏板２０４とを一体化することで、パネ
ルホルダ２０４の後面側には、貫通口２０２ｂの外周側で略全周に亘って所定配列で第一
取付孔２０２ｊ、第二取付孔２０２ｋ、ビス孔２０４ａ等からなる取付孔と、位置決め孔
２０２ｌ及び２０４ｂが配置されることとなり、それら取付孔の存在により、所定の部材
を任意の位置に取付固定できるようになっている。
【０１３５】
　遊技盤５における基板ホルダ９１は、図１８に拡大して示すように、パネル裏板２０４
の後面側に配置されると共に前側及び上側が開放された箱状とされ、遊技球が通過可能な
大きさで遊技媒体排出口としての遊技球排出口９１ａを有し上面が遊技球排出口９１ａに
向かって低くなるように傾斜した底板９１ｂと、パネル裏板２０４の後面側との間に所定
量の隙間が形成される逃し部９１ｃと、後側に配置され主制御基板９４を有した主制御基
板ボックス９５等を支持可能な基板支持部９１ｄとを備えている。
【０１３６】
　この基板ホルダ９１は、遊技領域３７内に打ち込まれた遊技球を収集して遊技球排出口
９１ａから下方へ排出することができるようになっている。また、基板ホルダ９１の逃し
部９１ｃは、パネルホルダ２０２の取付支持部２０２ｇと同様に、パネル裏板２０４に取
付固定された部材（図示しない）におけるフランジ状の固定部を収容できる深さ（本例で
は、約１ｍｍとされており、０．５～３ｍｍの間とすることが望ましい）とされている。
【０１３７】
　また、基板ホルダ９１には、その前面側の所定位置に、前構成部材７９の位置決めボス
７９ｃと嵌合する筒状の固定ボス９１ｅを備えており、この固定ボス９１ｅを、前構成部
材７９との間にホルダパネル２０２を挟んだ状態で、前構成部材７９の位置決めボス７９
ｃと嵌合させると共に、基板ホルダ９１の後方から固定ボス９１ｅを貫通する貫通孔９１
ｆを通して所定のビスを前構成部材７９の位置決めボス７９ｃにねじ込むことで、前構成
部材７９、パネルホルダ２０２、及び基板ホルダ９１を固定できるようになっている。
【０１３８】
　更に、この基板ホルダ９１には、図１８（Ａ）にも示すように、その前面下部に、前構
成部材７９の凹部７６ａと連通する開口受部９１ｇを備えている。この開口受部９１ｇは
、遊技球排出口９１ａとは異なる位置で基板ホルダ９１の下側に遊技球を誘導できるよう
になっており、基板ホルダ９１内部に受けられた「死球」と、遊技球を遊技領域３７内へ
打ち込む際に、打ち損じた遊技球とを区別できるようになっている。
【０１３９】
　なお、本例では、前構成部材７９の一部を除き、遊技パネル２００、パネルホルダ２０
２、パネル裏板２０４、及び基板ホルダ９１が、熱可塑性合成樹脂により形成されており
、それらの部材がリサイクルできるようになっている。なお、合成樹脂としては、アクリ
ル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ＡＢＳ樹脂、ポリプロピレン、ポリアリレート樹脂、メ
タクリル樹脂、等とすることができ、熱可塑性合成樹脂の他に、機能や用途に応じて適宜
熱硬化性合成樹脂を用いても良い。また、遊技パネル２００以外に、前構成部材７９やパ
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ネルホルダ２０２、及びパネル裏板２０４等にも、透明な合成樹脂を用いても良い。
【０１４０】
　このように、本実施形態のパチンコ機１によると、遊技領域３７を有した遊技盤５を、
遊技パネル２００、パネルホルダ２０２、及び前構成部材７９に分割するようにしている
ので、パチンコ機１の機種によって障害釘や入賞口等の位置が変化する遊技パネル２００
を交換パーツとすると共に、パネルホルダ２０２及び前構成部材７９を共通パーツとする
ことができ、パネルホルダ２０２や前構成部材７９等をリサイクル可能とすることができ
ると共に遊技パネル２００のみを交換するだけで種々の機種に対応可能な遊技盤５を備え
たパチンコ機１とすることができる。
【０１４１】
　また、機種に応じてパネルホルダ２０２に取付固定される入賞口や各種役物等の種々の
所定の部材の取付固定位置が異なる位置となっていても、パネルホルダ２０２に予め複数
の第一取付孔２０２ｊや第二取付孔２０２ｋが所定配列で備えられているので、各種部材
の固定部を第一取付孔２０２ｊや第二取付孔２０２ｋの位置と対応させるように設計する
ことで、パネルホルダ２０２を機種に依存しないパチンコ機１の共通パーツとすることが
でき、機種を変更してもパネルホルダ２０２の成形型を流用することができるので、パチ
ンコ機１に係るコストを低減させることができる。
【０１４２】
　更に、遊技パネル２００とパネルホルダ２０２とを分割するようにすると共にパネルホ
ルダ２０２を共通パーツとすることができるので、一体成形する場合と比較して、機種を
変更する度に遊技盤５全体の大きさに相当する大型の成形型を新たに製作する必要が無く
、機種変更に係るコストが増加するのを抑制することができる。
【０１４３】
　また、遊技パネル２００をパネルホルダ２０２の嵌合段部２０２ａに着脱可能に嵌合さ
せるようにしており、接着固定していないので、遊技パネル２００とパネルホルダ２０２
とを組立てるための組立工数が増加するのを抑制することができると共に、遊技パネル２
００とパネルホルダ２０２とを容易に着脱することができるので、組立や、廃棄処分時等
の分解に係る手間を簡略化することができる。
【０１４４】
　更に、遊技パネル２００がパネルホルダ２０２の嵌合段部２０２ａに嵌合されるので、
パネルホルダ２０２の厚み内に遊技パネル２００の厚みを収めることが可能となり、遊技
盤５を遊技パネル２００、パネルホルダ２０２や、前構成部材７９等に分割される構成と
しても、その厚さが増加するのを抑制することができる。従って、遊技盤５を既存のもの
と略同等の大きさのものとすることができるので、パチンコ機１における遊技盤５以外の
部分を既存のものと共通化することができると共に、既存の製造ラインに載せることがで
き、製造に係るコストが増加するのを抑制することができる。
【０１４５】
　また、一般的な重量の部材をパネルホルダ２０２に取付固定する場合は、全周に配置さ
れた第一取付孔２０２ｊを用いて取付固定し、重量の重い部材をパネルホルダ２０２に取
付固定する場合には、上側に配置された大径の第二ビスが螺合される第二取付孔２０２ｋ
を用いて取付固定するようにすることができるので、重量の重い部材を大径の第二ビスに
より固定して、その部材を確実に取付固定することができる。
【０１４６】
　更に、パネルホルダ２０２に、第一取付孔２０２ｊや第二取付孔２０２ｋと対応する位
置に位置決め孔２０２ｌを備えるようにしているので、これにより、パネルホルダ２０２
に所定の部材を取付固定する際に、所定の部材に備えられた位置決め突起（例えば、裏箱
２１０の位置決め突起２１０ｃ）を位置決め孔２０２ｌに挿入させることで、パネルホル
ダ２０２と所定の部材との位置関係を正しい位置にすることができ、組付け性を向上させ
ることができる。
【０１４７】
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　また、パネルホルダ２０２に、少なくとも後面側に開口する複数の肉抜き部２０２ｍを
備えるようにしているので、これにより、パネルホルダ２０２を軽量化することができ、
従来の木製合板からなるものと比較して、遊技盤５の重量が増加するのを抑制することが
できる。また、パネルホルダ２０２に合成樹脂を用いているので、射出成形等により複数
の肉抜き部２０２ｍを容易に形成することができる。
【０１４８】
　更に、少なくとも遊技パネル２００を透明部材により構成するようにしており、従来の
パチンコ機１のように遊技盤５に開口部を備えなくても、遊技パネル２００を通して遊技
盤５の後方に配置された演出表示手装置２１２を視認することができるので、遊技領域３
７における実際に遊技球が流下可能な領域を可及的に広くすることができ、遊技球に種々
の動きをさせて遊技者の興趣が低下するのを防止することができる。また、遊技領域３７
が形成される遊技パネル２００を透明部材により構成するようにしているので、遊技パネ
ル２００の後方に配置したものを遊技者に視認させることができ、例えば、遊技パネル２
００の後方に、遊技領域３７全体に広がる大型の演出表示装置２１２を配置してこれまで
にない大型の演出画像を表示したり、種々の演出用や装飾用の役物を奥行き方向に配置し
てこれまでに無い奥行感のある遊技盤５の構成としたりすることができ、遊技者の関心を
引き付けられる訴求力の高いパチンコ機１とすることができる。
【０１４９】
　また、遊技パネル２００の少なくとも略対向する二辺に係合部としての係合段部２００
ｃを備えると共に、パネルホルダ２０２に遊技パネル２００の係合段部２００と係合する
被係合部としての係合突部２０２ｃ及び係合爪部２０２ｄを備えるようにしており、遊技
パネル２００の係合段部２００ｃとパネルホルダ２０２の係合突部２０２ｃ及び係合爪部
２０２ｄとを互いに係合させることで、遊技パネル２００をパネルホルダ２０２に容易に
支持させることができる。
【０１５０】
　更に、遊技パネル２００の外周とパネルホルダ２０２との間に所定量のクリアランスＣ
が形成されるようにしており、このクリアランスＣによって、温度変化や経時変化により
相対的に遊技パネル２００が伸縮しても、遊技パネル２００がパネルホルダ２０２から脱
落したりガタ付いたり、或いは遊技パネル２００とパネルホルダ２０２とが互いに押圧し
合って歪みが発生したりするような異常が発生するのを防止することができ、異常の発生
により遊技球が意図しない動きをしたり、遊技パネル２００やパネルホルダ２０２等が破
損したり、遊技を中断しなければならない状態となったりするのを防止して、遊技者の興
趣が低下するのを抑制することができる。
【０１５１】
　また、パネルホルダ２０２の嵌合段部２０２ａに少なくとも二つの突出ピン２０２ｅを
備えるようにすると共に、遊技パネル２００に突出ピン２０２ｅと嵌合する嵌合孔２００
ａと長孔２００ｂとを少なくとも一つずつ備えるようにしており、遊技パネル２００の嵌
合孔２００ａ及び長孔２００ｂに、パネルホルダ２０２の突出ピン２０２ｅを嵌合及び挿
通させることで、容易に遊技パネル２００をパネルホルダ２０２に位置決めすることがで
きると共に、遊技パネル２００等が温度変化や経時変化等によって伸縮しても、遊技パネ
ル２００の長孔２００ｂにおいて固定位置が可動（スライド）して伸縮が許容されるので
、位置決めした状態でも遊技パネル２００とパネルホルダ２０２との間に応力が作用する
のを防止して、応力がかかることで遊技盤５が歪むのを防止することができる。
【０１５２】
　以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明はこれらの実施形態
に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において
、種々の改良及び設計の変更が可能である。
【０１５３】
　すなわち、上記実施形態では、遊技機としてパチンコ機１に適用したものを示したが、
これに限定するものではなく、パチスロ機や、パチンコ機とパチスロ機とを融合させてな
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る遊技機に、適用しても良く、この場合でも、上記と同様の作用効果を奏することができ
る。
【０１５４】
　また、本実施形態では、透明な遊技パネル２００を通して後方に配置した演出表示装置
２１２が遊技者から視認可能となるものを示したが、例えば、遊技パネル２００に枠状の
中央役物を固定する開口を形成し、その開口を通して後方に配置された演出表示装置が視
認できるようにしても良い。また、演出表示装置２１２を支持する裏箱２１０内に、可動
役物や、可動する可動装飾体等を配置するようにしても良く、遊技者の興趣を更に高めら
れるパチンコ機１とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１５５】
【図１】パチンコ機の前側全体を示す正面図である。
【図２】パチンコ機の外枠の一側に本体枠が開かれ、その本体枠の一側に更に前面枠が開
かれた状態を示す斜視図である。
【図３】パチンコ機の本体枠と遊技盤とを分離して斜め右上前方から示す斜視図である。
【図４】パチンコ機の後側全体を示す背面図である。
【図５】パチンコ機の後側全体を右上後方から示す斜視図である。
【図６】図５に示すパチンコ機の斜視図から後カバー体及び各種制御基板等を取り外した
状態を示す斜視図である。
【図７】パチンコ機の本体枠に各種部材が組み付けられた状態を斜め右上後方から示す斜
視図である。
【図８】本体枠単体を斜め右上後方から示す斜視図である。
【図９】主要な部材により構成された遊技盤を斜め前方から示す斜視図である。
【図１０】図９に示す遊技盤を斜め後方から示す斜視図である。
【図１１】遊技盤を縦方向に切断して示す断面図である。
【図１２】遊技盤を分解して斜め前方から示す分解斜視図である。
【図１３】遊技盤を分解して斜め後方から示す分解斜視図である。
【図１４】（Ａ）は前構成部材を斜め前方から示す斜視図であり、（Ｂ）は前構成部材を
斜め後方から示す斜視図である。
【図１５】（Ａ）は遊技パネルを斜め前方から示す斜視図であり、（Ｂ）は遊技パネルを
斜め後方から示す斜視図である。
【図１６】（Ａ）はパネルホルダを斜め前方から示す斜視図であり、（Ｂ）はパネルホル
ダを斜め後方から示す斜視図である。
【図１７】（Ａ）はパネル裏板を斜め前方から示す斜視図であり、（Ｂ）はパネル裏板を
斜め後方から示す斜視図である。
【図１８】（Ａ）は基板ホルダを斜め前方から示す斜視図であり、（Ｂ）は基板ホルダを
斜め後方から示す斜視図である。
【図１９】（Ａ）はパネルホルダとパネル裏板とを分解して示す分解斜視図であり、（Ｂ
）はパネルホルダにパネル裏板を組付けた状態で示す組立斜視図である。
【符号の説明】
【０１５６】
Ｃ　クリアランス
１　パチンコ機
５　遊技盤
１２　遊技盤装着枠
７６　外レール
７７　内レール
７８　案内レール
７９　前構成部材
９１　基板ホルダ
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９４　主制御基板
９５　主制御基板ボックス
２００　遊技パネル
２００ａ　嵌合孔
２００ｂ　長孔
２００ｃ　係合段部（係合部）
２０２　パネルホルダ
２０２ａ　嵌合段部
２０２ｂ　貫通口
２０２ｃ　係合突部（被係合部）
２０２ｄ　係合爪部（被係合部）
２０２ｅ　突出ピン
２０２ｆ　ボス挿通孔
２０２ｇ　取付支持部
２０２ｈ　収容凹部
２０２ｉ　係止部
２０２ｊ　第一取付孔（取付孔）
２０２ｋ　第二取付孔（取付孔）
２０２ｌ　位置決め孔
２０２ｍ　肉抜き部
２０４　パネル裏板
２０４ａ　ビス孔
２０４ｂ　位置決め孔
２０４ｃ　係止爪
２０４ｄ　凹陥部
２０４ｅ　開口
２０６　ドロワコネクタ
２０８　ドロワコネクタホルダ
２１０　裏箱
２１０ａ　開口部
２１０ｂ　固定部
２１０ｃ　位置決め突起
２１２　演出表示装置（演出表示手段）
２１４　アウト口
２１６　第一ビス
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【図１７】 【図１８】
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